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在
ロ
シ
ア
連
邦
日
本
国
大
使
館
に
お
け
る
住
居
手
当
等
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
七
一
第
四
五
二
号
）
を
踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

「
前
回
答
弁
書
」
で
は
「
外
務
省
と
し
て
は
、
モ
ス
ク
ワ
市
内
に
お
け
る
不
動
産
価
格
及
び
平
均
的
な
住
宅
賃
借
料
に
つ

い
て
は
把
握
し
て
い
な
い
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
右
は
な
ぜ
か
。
外
務
省
、
特
に
在
ロ
シ
ア
日
本
国
大
使
館
と

し
て
、
モ
ス
ク
ワ
市
内
に
お
け
る
不
動
産
価
格
及
び
平
均
的
な
住
宅
賃
借
料
を
把
握
し
て
い
な
い
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。

二

「
前
回
答
弁
書
」
で
は
「
在
外
公
館
に
お
け
る
住
居
手
当
の
限
度
額
に
つ
い
て
は
、
公
電
に
よ
り
在
外
公
館
の
長
よ
り
提

出
さ
れ
る
報
告
等
に
基
づ
き
、
在
外
職
員
の
契
約
家
賃
額
や
在
外
公
館
の
所
在
地
に
お
け
る
主
要
国
外
交
官
等
の
住
居
の
家

賃
額
等
を
勘
案
の
上
、
決
定
し
て
い
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
右
答
弁
に
あ
る
「
公
電
に
よ
り
在
外
公
館
の

長
よ
り
提
出
さ
れ
る
報
告
等
」
と
は
ど
の
様
な
内
容
を
含
む
も
の
で
あ
る
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

三

二
の
「
公
電
に
よ
り
在
外
公
館
の
長
よ
り
提
出
さ
れ
る
報
告
等
」
は
、
ど
の
く
ら
い
の
頻
度
で
外
務
本
省
に
提
出
さ
れ
る

も
の
か
。

四

二
の
答
弁
に
は
「
在
外
公
館
の
所
在
地
に
お
け
る
主
要
国
外
交
官
等
の
住
居
の
家
賃
額
等
」
と
あ
る
が
、
外
務
省
と
し

一



て
、
ロ
シ
ア
を
除
く
他
の
Ｇ
�
主
要
国
の
外
交
官
で
モ
ス
ク
ワ
に
居
住
し
て
い
る
者
の
住
宅
家
賃
の
金
額
を
把
握
し
て
い
る

か
。

五

四
で
、
把
握
し
て
い
る
の
な
ら
、
そ
れ
は
だ
い
た
い
ど
の
程
度
か
説
明
さ
れ
た
い
。

六

四
で
、
把
握
し
て
い
な
い
の
な
ら
、
そ
れ
は
二
に
あ
る
答
弁
と
矛
盾
す
る
と
考
え
る
が
、
外
務
省
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

二


